
貧民子弟（女）の「就学督貴」対策と
「子守教育」について（1）

－長野県下における勤労青少年教育史の一端として－

神障幸三郎＊

1　はじめに

わが国における近代社会教育，なかんずく，勤労青少年を対象とする教育が，その発生当時から近代

学校教育との深い関連において，常に問題とされながら，その発展の方向を規定されてきたことは，誰

しも認めるところであろう。しかも，それは貧民子弟子女の「就学督責」という教育対策と，日本的資

本主義の確立過程と絶対主義的教育体制の確立過程における教育改組　という二襲素が常に絡み合うな

かで，規定され発展してきたといえる。

この最も象徴的な姿を，われわれは襲業補習学校（以下宍補と略称する）にみいだすことができよ

う。すなわち明治26年「巽補規程」（文部省令第16号）において，「実業補習学校入学者ノ程度ハ尋常小学

校卒業以上二於テ之ヲ定ムへシ匝尋常小学校卒業ノ老ニアラザルモ学令ヲ過キクルキノニ限り……特ニ
1）

学校長ノ許可ヲ得テ入学スルコトヲ得」とあるごとく，義務教育を終るか，あるいは終らずして「学令
の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

ヲ過キクル」ものを対象とし「土地ノ情況二応シ季節ヲ限り」「日曜日又ハ夜間タリト雉モ便宜」に，

尋常小学校の補充補習教育と兼ねて平易の宍業教育を施し「庶幾クハ農ノ子ハ鹿ヲ楽ミエノ子ハエヲ楽
4）

ムノ益」あらしむるを目的とした巽補がそれである。このように義務教育を終らざる勤労青少年をも対

象とする学校は，その他　明治27年7月の「簡易農学校規程」及び同年同月の「徒弟学校規程」とがあ

るが，これらはいずれも宍補にくらペて，その人学資格年令等において，多少程度の商いものと娩擬さ

れたが（簡易は14年以上，徒弟は12年以上），いずれにしても巽補と同様に鶉務教育未就学なる勤労青

少年（女子もふくめ）のための補習教育機関たる意味をも持たしめ，あわせて，資本主義確立過程にお

いて必然的に要求される低廉にして不学ならざる労働力の再生産のための教育機関たらしめんとする忠

図があったことは，明治23年森文部大臣の全国師範学校長に対する訓令に始り，これら諸規程発布にと

もなう文部省訓令による説明によっても明らかである。

このように，これら勤労青少年を対象とする諸学校が，いちおう近代学校教育行政制度のなかで，形

式的名目的には取り扱われてきたが，現実的にも巽質的にも，各地方の働く青少年を対象とする補習

的・継続的教育を意味し，しかもその発生母体が，各地方青年を中心とする「夜学会」にあることを考

えれば，特に明治30年代以降，国民教育再編成にともなう青年教育再編成の意図と，その計画実施の過

＊教育学担当

－43　－



程のなかで，実質的に社会教育行政のなかに組み入れられる宿命を負っていたものと考えざるをえない
5）

であろう。従って，究極的には昭和4年文部省分課規程の改正にともなう社会教育局新設により，背少

年団・育年訓練所とともに，巽補はその管轄下に入り，国家主義的社会教育政策のなかに一元化され，

正規の中等教育の一貫した系統から明白に分離疎外されるに至り，しかも勤労青少年教育の二重構造の
6）

最底辺に組み入れられるとともに「軍事力・労働力供給源としての勤労青少年の再生産体系」の本流と

なるに至るのである。

私は，このような巽補を中心とする勤労青少年教育を地方史的視点から調査研究することを，本来の

課題としてい号のであるが，冒頭に述べたごとく，この間題は常吋働らかざるをえない義務教育未就学

の青少年児童の就学督賓という教育政策と絡み合せて考えざるを得ないものであるという視角から，そ

して特に社会教育的観点から，貧民子弟子女の「就学督責」という教育対策が，中央とともに地方にお

いて，如何なる巽情のもとにおいて，如何なる対策がとられたかを調査考察することを，この小論の目

的としたものである。

ところで，長野県における貧民子弟子女の「就学督衰」という教育対策を，最も象徴的に物語り，特

筆すべきは「子守教育所」「子守学級」であることは，教育関係者には，すでに知られているところで

あるが，この制度史的法律的根拠から，その奨態を明らかにすることは，本論の目的と全く無関係のも

のではないであろう。

2　「就学督責」の制度史的考察

「就学督糞」という教育対策が，わが国近代教育史のなかで，将に麒著な政策と←てあらわれるの

は，明治20年代，すなわち，わが国資本主義経済の第一次恐慌にともなう近代化合理化促進のための労

働力わ再生産と，天皇制絶対主義教育鹿軸の整備確立との期においてである。明治23年10月の「小学校

令」（勅令第215号）は，その最も重要なる意味をもつものといえよう。もちろん，この二つの体制を

おし進めるために，20年代以前においても，「就学督茸」対策が，新政府の手によって，着々と，しか

も焦慮のうちにとられていたことはいうまでもない。今ここに20年代における「就学督責」対策を，中

央と地方との関連において考察するにあたって，その前史ともいうべき20年代までの対策史を，中央と

地方について概観することも決して無意味なことではないであろう。

明治5年「学制」における「貴人小学」「村落小学」あるいは「女児小学」と，「常民学校」等は，す

べて「就学督賀」としての便宜的処置としてとられたものと考えられようが，地方の実情は，その窓の
7）

まがこならず，政府は翌6年「学区巡視事務章程」において「巡視ノ心得」として，将に1，夜学校ノ設

ノ軌1，貧民ヲ就学セシムルノ臥的　等をかかげ，あるいは翌7年文部省内に各大学区合併督学局を設
8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）

け「学区監視条令」を定め，また翌8年「文部省職制章礎」を設け，その「事務章程」の第18条において

「学令子女ノ就学セサル著ヲ督促スルノ方法ノ、地方官ノ具状二田テ適宜許容スル審」弟19条に「衆人就

学ノ方法ヲ設ケ及ヒ之ヲ施行セシムル事等」を定め，特に「衆人就学」と「貧民子女」の「就学智東」に．

意を用いた。然しながら地方の巽脚軋　あたかも明治10年学区巡視の命を受けた文部大書記官西村茂樹
10）

と九鬼隆一が，その「記中抄録」において，詳卯に報告している。今ここに九鬼の報告の大要をみるに

「又此ノ説ノ子弟ヲ見ルニ年甫メテ六七歳二及へハ父母外二出ツル時ハ留リテ内ヲ守り外ニハ児ヲ負ヒ
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輩ヲ刈り或ハ牛ヲ牧シテ嶋二株ヒ山二田二櫨桝ノ業ヲ助ケ内ニハ草鞋ヲ造り……或ハ非ヲ店双三粥キ

或ハ物ヲ負担シテコレヲ商フノ旗其分二応シ百般ノ業ヲ営ミ多少ノ産業ヲ輔ケサルへカラス故二些々タ

ル少時閣下錐亦徒二過クルコトヲ得サル有肺有用ノ子弟ニシテ一身各幾分ノ晰アルコト宮人ノ子弟ノ漸

ニシテ窟者ノ手ヲ離レ軌道スルヲ以テ足レリトスル者ノ比二非ス鳴呼同郷ノ子弟ニシテ其ノ塵1、其貧富

トノ異ナルヲ以テ共有様ノ同シカラサルコト此ノ如シ況ヤ其地ヲ同シクセサルヲヤ，是教育者ノ宜シク

注意スへキ所ニッチ今ヤ別率一定ノ学規卜規則ヲ以テシ日々駆リテコレヲ学校二就カツムルコト宮人ノ

子弟卜異ナス是唯二最益無キノミニアラスコレニ与フルニ其最損アル者ヲ以テスト言胃フへキナリ…‥ヰ

略……今日教育ヲ此ノ如キ貧輩ノ子弟ニマテ及ホサソコトヲ欲スルニハ必先コレニ適シテ其実益ヲ与フ

へキ授業ノ方法ナカルへカラス又法寛ニシテ事簡ナル規則ヲ設ケタル教場無力ルへカラス……」と彼は

地方貧民子弟の就学困難なる巽情を切々と訴え，その就学時日（8年間に480日を便なる時日を選んで

就学）と教育内容等について「事簡ナル規則」を詳紳こ具申している。この九鬼の基本的考え方が，12
11）　　　　　12）

年の「自由教育令」に反映したものかどうかは別として，さらに後の「小学教場」「小学簡易科」とし

て，制度的に規定されるに至るものといえよう。

また，ここで特にこの小論の視点から留意すべきは，彼がその報告の後半において，「稚児ヲ箇負シ

テ学二就クノ子女四五人以上通学セル校中二ハ相互二代ル々々其誕育スル所ヲ通シ其全数二応シテ一二

人或ハ二三人ツツニテコレヲ除護セシムへシ是授業ノ間稚児ヲ背二絆シテ苦痛ノ思ヒアラシムルコトヲ

防ク為ニッチ又就学ノ子女三共間専心二習ヒ得易キナリ但其五二交モ護育スル時二当リテ些少ナリl‥モ

稚児ノ扶育二益アラソコトヲ認ムル老ヲシテ其子女ノ扶育方ヲ誘導セシムへシコレ即幼稚園ノ尿素タル
13）

へキナリ」と述べていることで，これは彼の言うがごとく，幼稚園の原索とも考えられるが，むしろ小

論の主旨とする「子守教育所」的発想の端緒とも考えられるところで，掛こ記すべきところである。と

ころが，この九鬼・西村等の学区巡視の翌年，すなわち明治11年2月に，本県において教育会議が閃か

れ「就学督安」の問題を詔している。「学令ハ男女ノ別ナクー般就学スへキハ論ヲ倹タスト錐モ，教育

ノ旨趣未夕拾ネカラサルヲ次テ，不就学ノ徒アルヲ免レス　故二人トシテ小学二従事セシメサル者ハ，

其ノ父兄ノ越皮クリ，今区内ノ学令ナホ不就学ノ者多キハ，蓋シ父兄貧困ニッチ己ムヲ得サルノ事情7
14）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15）

ルれ　之ヲ就学セシムル方法如何」との議題に対して，「学令就学勧奨方議案」を定めている。すなわ

ち，その第1灸では「学令中就学セサルモノアレハ，戸艮執執世話役二於テ勧奨シ　署シ不応者ハ学区取

締へ屈軋　父兄ヲ懇諭シ尚之二服従セサルモノハ県庁ノ談論ヲ受クへシ。但廃疾ノ者　又ハ共家賓ニッ

チ事情止ムヲ得サル著，或ハ女子満十二年以上ニシテ別二女業ヲ受クル者ハ其父兄ヨリ事由ヲ兵書セシ
16）

メ，其吏員二於テ宍際卜認ムル上へ　迎署ニテ学区取締、開申シ之ヲ事故不就学トス」とし，鈴2免で
17）

は「入学ノ者ハ必ス就学慄ヲ凧ハシムへシ。但校費ヲ以テ之ヲ調盤シ之ヲ与フルモノトス」とし，第3

条で「学籍ハ規則之週毎歳一月，七月戸長執事二於テ調査スへシ　但従前取調ノ手続ヲ履行スルモノタ
18）

リ」と規定した。この「学令就学勧奨方議案」は長野県と筑摩県との合併後における県下始めての就学

脅茸対策と考えられるが，合併前における筑摩県権令永LLlの「就学督賓」は，あまりにも有名であるに

対して，長野県側においては，あまりその対策がとられなかったかの疑問を抱かしむるが，必ずしもこ

の推l則ほあたらない。すなわち明治9年4月～5月にわたって県教育会談が開かれ，同会議々長官崎信
19）

友は棒令楢崎寛直に，その成試案を担し，その第4免で「就学，不就学検査方法並就学処分ノ串」を規
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定し，その節5節において「既二就学ノ生徒無届ニテ一週間欠席怠惰スル者ハ　罰金ヲ収ムへシ　但シ
20）

罰金ノ額ハ拾銭トス」とまで規定されている。なお，それより2年前明治7年には，上田において「学
21）

令児童不就学宥恕案」（第1灸～第6条）を区会において認定している。然しながら両県合併前におけ

る就学率の差は表1のごとく歴然としている。したがって合併後における貧民子弟子女，特に子女の「就
22）

学督糞」は，代々の権令にとっては緊急のことであった。明治10年5月権令櫓崎は「学事年報諸表等進達」

において，「貧民ノ子女ヲ学二就シムルノ法，人民資産ノ厚薄二田テ三塩（有志寄附金ノ利子，高掛取

凧金，商戸課賦金）ノ学費ヲ出スヲ以テ其貧民二至りテハ之ヲ免シ随ツテ受業料ヲ収メス旧筑摩県下ハ
23）

姑ク其学区内ノ協議二任七適宜ノ法ヲ設ク他日教育会議ヲ閑キ更二全管同一ノ法ヲ設クルヲ要ス」と進

達し，同11年4月には「貧民ノ子女ヲ学二就カシムルノ法，明治九年二異ナラス然レトモ資金及村落小
24）

学設置等ノ革二付各大区会款ノ際此方法ヲ附訴スルアリ故二設否ノ儀ハ決定次鈴閑申セソト欲ス」と文

部大輔宛進達しているをみても明らかである。あたかも，この二つの進達の間に，ききに述べた明治11

年2月「学令就学勧奨方試薬」が，本県において規定されているのである。

表1長野県・筑摩県就学率の比牧

注　全国平均は「明治以降教育制度発達

史の学事統計表」により，長野，筑摩

両県の就学率は「長野県教育50年史

要」（大正10年）による。

さて，このような地方の実情を背景として，一方は自由といわれ，他方は強制といわれるが，12年の

「教育令」13年の「改正教育令」は「就学督責」という視点からすれば，学令児童の就学期間の長短，

或いは文部獅・府知事・県令・郡区長等の指示認可の強弱の差はあったとしても，いくつかの共通する

点があったといえよう。（紙数の制限で，ここでは省略す）ただし「改正教育令」の翌14年文部省が各

府県に適した「就学沓茸規則起草心得」と，同年文部獅福岡が地方官会議において各府知事県令に訓示

した内容は特記すべきことであろう。すなわち福岡は「就学魯魚　教育ノ普及ヲ園ラソト欲セハ政府干

渉ノカニ拠ラサルへカラス故二改正教育令第十四条第十五条二於テ父母後見人ノ就学宋任ヲ明記シ本省

本年第三号遵（前記就学督班規則起草心得をさす－繁薯）ノ旨趣二基キ府県二於テ就学督茸規則ヲ設ケ

テ学令児童ノ就学ヲ厳ニッ疾病二擢ル者一家祭事ノ者等ノ外ハ如何ナル事故アリト雄モ就学ヲ免ルルコ
25）

トヲ得サラシム随ツテ家庭教育ノ取締ヲ厳二七ソカ為ニ……」と強調力説している点からすれば，前者

が「就学奨励」とすれば，後者はあくまで「就学督寛」であったとみてさしつかえないであろう。さら

に文部省は翌15年，地方の教育を奨励するため「学事賞与例並学事奨励昂附与例」（文部省違算15号）を
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定めるにさえ至り，長野県下においては翌16年12月この賞与を受けている。前記上田史によれは‘「学事

質与例ニヨリー等奨励晶ヲ賞与サル，一等賞　物理器帆庶物標本　図式具各一組，康憮字典玉簾物理

蕃各一部」を当時の英田小学校（上田）が受けており，また同史によれば当時「長野県下成統優良校トシ

テ受賞シタノへ一等カニ晩二等力五校，三等力十七校，生徒中賞与ヲ授ケラレル老　一等（物語一

部）一人　二等（小学一部）二人アリ」と記されている。さて，このような「就学督資」対策が，一面

において，14年5月の「小学校教則綱領」同6月の「小学校教員心得」と，15年1月の「軍人勅諭」の

公取　同12月の「幼学綱要」の頒布と，いうなれば「教学大旨」（12年）を基調とする絶対主鼓下の国

民教育体制を整備していく上における重要な役割をになうものであったことはいうまでもない。

然しながら，明治10年代後半から20年代初頭にかけて，学令児童の就学率は第2表の示すごとく急激

に下降する。これはまず，数年続いた米穀不作にともなう物価の低落と金融否塞がもたらした結果と，

20年代における第一次資本主義経済恐慌とによるものであることはいうまでもない。

表l

明治 12年 ��9D雹�_B�15年 ��iD��17年 ��吋貪�僖��20年 

全　　男 凵@％ 58．20 鉄��Cxv�I?ｳ�2�　％ 64．64 ����2�cx�C�b�　％ 66．95 田X�Cxv�uCc��C�2�　％ 63．01 

国 傚r�22．58 �#��S��C��#H�Scb�30．98 �38�Ccb�33．21 �3(�S�fﾃ#��S�2�28．26 

長 野 県 �&ｨ���82．20 塔��S#S�s(�S���74．48 都h�C�2�87．46 塔X�S#7H��s��S�2�76．83 

女 �3��CSr�34・可25・02 �3H�Cモ�39．79 鉄8�CS��49・61l34・73 �3x�Cc"�

注　（全国統計は，明治以降教育制度発達史の学年諸統計より男女別就学率を算出，長野県統計は長

野県教育50年史要（大正10年）による。なれ　これは実質的就学率ではない。）

さて，表2にみられるごとく，この期における就学率の低下軋　長野県の場合も例外ではなかった。

特に地方衆村として，その経済組織は米を中軸とし，階層分化が著しく進んでいる時期（10年代）とし
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では当然のことといえよう。こ与に至って政府は地方教育費の節約の必要とともに，国民教育体制の整

備確立という苦境のうちに，明治18年8月大政官布告をもって「教育令」（明治13年12月布告）の改正を

行うに至った。従って，この「教育令」の特色は，なんといっても「小学教場」の登場（同令第8粂）

で，「土地ノ情況二依り午前若クハ午後ノ半日又ハ夜間二授業スルコトヲ得へシ共授業時間ハ二時ヨリ

少カラサルモノトス」（同令第12粂2項）とし，また小学普くは小学教場に入れず，又巡回授業に依ら

ずして別に普通教育を施さんとする者は，従来郡区長の認可を必要としたのを戸長（従来の学務委員の

職務をなすに至った）の認可を以て足るものとした（同合葬14粂）ことなどである，特に文部省は「小

学教場」なるものの性質について，同年11月に各府県に対し次のごとき達（第12号）を発した。

小学教場ハ小学校ヨリ簡易ナル教則ヲ以テ普通科ヲ教授スル所ニシテ左ノ情況アル場合二之ヲ設置

スへキ儀卜心得へシ此旨相違倹事

一　半日又ハ夜間二非サレハ就学スルコト能ハサル児童多数ナリト認ムル場合

一　授業料ヲ納ムルコト鰭ハサル児童多数ナリ1、認ムル場合

26）

－　小学校ヲ設置スルニ資力不足ナリト認ムル場合

この「小学教場」は，初代文部大臣森の手による各学校令の整備にともない19年4月の「小学校令」．

（勅令第14号）において「小学簡易科」として，その形態内容を，やや整えて登場する。すなわち同令

第15条において「土地の情況二依リテハ小学簡易科ヲ設ケテ尋常小学科二代用スルコトヲ得但其経費ハ
27）

区町村費ヲ以テ之ヲ支弁スへシ」とし，さらに第16灸では「小学簡易科教員ノ俸給ハ地方税ヲ以テ乏ヲ

補助スルコトヲ利払擬し同日文部省は各府県に対して訓令を以って「小学簡易傘懐敵」を定め

た。すなわち

小学簡易科′、左ノ要領二依り土地ノ情況ヲ考へ其教則ヲ定ムへシ

ー　修業年限　≡箇年以内タルへシ　　　　　　　　　　く

一　学科　　読者作文習字算術

一　学級　　児童60人以下ノ場合二於テハ学級ヲ分ツコトヲ得ス其他ハ尋常小学校二準ス

ー　授業時間　毎日二時ヨリ少カラス三時ヨリ多カラス

29）

但算術ノ授業時間ハ授業時間総数ノ半以上タルへシ

この「小学簡易科要領」は，さらに明治22年改正追加され，修業年限では「但六箇月以上十二箇月以
30）

内ノ期限ヲ以テ補習科ヲ設クルコトヲ得」とし，学科においては「但授業時間四時以上ナルトキハ修身
31）

体操ヲ加フルコトヲ得」とし，授業時間においては，但書（界術）を削除して「授業時間毎日二時ヨリ
32）

少カラス五時ヨリ多カラス」と，各項につき多少の充実をはかった。然し　この「小学簡易科」は　明

治23年の「小学校令」（勅令第215号）で認められなくなり，それに代って尋常小学校の修業年限が3か

年又は4か年とされ，就学義務は少くも3か年（旧令では4か年）とされた。したがって「小学簡易科」

は実質的には明治23年の「小学校令」（勅令第344号）に基づく同令施行規則における「半日小学校」ま

で続いたものと解することができよう。このことは「小学簡易科」が認められなくなった明治23年以降

の学事統計　すなわち明治25年の長野県における学事統計によって明らかである。しかしながら10年代

における就学とみなされた「巡回授業」「在家庭教育」は，学事報告様式に記載されるようになってい

ても，全くその数は記入されず，同様に小学教場の数及びその就学数も全く明らかにされていない。・従
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って，ここでは20年代における本県下の「小学簡易科」の実態と，就学状況についてみてみよう。

表　3（1）

学 校 ��b�6ｲ��B�可丁霊 度�33c8��h�3C湯�(�3S#8��(�3S�B�����x�yYX�x�x�x�h�r�

尋常科封；…蓋． ��郎?ｩdﾆﾉ�⑨��岐�
男　4，391 高等科 　女　586 滴�3��"�����8�｢�Ss��,ﾘ�｢�矧　矧　…チ≡詰 

日々出席生徒平均数Il恥945 剴c3��8�(����c��3H�(��sH�3c#C�ｦ鉄���

注　21年尋常料男生徒数は資料破損のため不明（）内数字は私立小学筑及生徒数を示す

表　3（3）明治25年

－49－



注　（蓑3tl）（2）（3）は，すべて長野県庁文書広報課資料室の資料に▲よる。）

さて，われわれは表3の（1）によって，すでに表2に．よって明らふにされた10年代後半から20年代初頭

にかけての就学率低下の実情を，より具体的に知ることができよう。なかんずく，子女の就学率低下の

巽態を，まざまざと知ることができる。なお，衷3■の（頭も小学校ゐ磯焼とその生徒数の変遷を示した

もめであるが，ここにおいても，高等科・尋常科はい柏でもなく，簡易科においてさえ，男子に比し

て子女生徒数の少ないことを注目すべきであろう。そして，哀3の（軌25年に‘ぉける，小学校種妖別数

とその児童数の全国との比校であるが，本県の「簡易小学科」は，全国順位では少い方であるが，（尋

常小学科は児童数とともに多い方であり，従って就学率も全国順位や9番を宗している），県内に限っ

てみると，尋常小学科め約半数が簡易小学であり，全小学校生徒の約1割が簡易小学の児童であること

を示している。

以上，明治10年代後半から20年代初頭にかけて，政府のとった「就学督責」対策としての，幾度かの

教育令及び諸規程の改定にかかわらず，その実があがらなかったことは，表2・袈3が示すごとく，全国

的由向であるととも定，本県もそめ例外ではなかった（特に子女の就学率の低調さに削、ても）。明治

19年の「小学校令J（勅令第14号）の「父母後見人等ハ其学令児童ヲシテ普通教育ヲ得シムルノ義務アル
33）

モノトス」（同令許3条，旧令では「艶任タルベシ」とあったもの）と，「疾病家計困窮其他止ムヲ得サル事

故土ヨリ児童ヲ就学セジムルコト能ハスト認定スルモノ■ニハ……共期限ヲ定メテ就学猶予ヲ許スコトヲ

得J（同令第5条）に基づき，本県も同車11月県令甲第30号で「学令児童就学規則」を発している。本規

則は第1灸より第7条にわたって，就学及就学猶予の手盛き等につき藷細に定められているが，特に第

3条において「就学猶予相当1・認ムへ吏モノ凡ソ左ノ如シ」とし，「1廃疾ノ堵，2　身体ノ発育其度

ニ適セサル乱　3滴病二罷り通二治癒ノロ的ナ千着，4児童英カニヨリ生活スル象　5　一家条姿ノ
36）・

者」’と規定され，第4免では「就学猶予ノ許可ヲ得タルモノト錐そ，其期限内二於チ就学セシヰルコト

ヲ得へキ場合手至リタルト牛へ　父母又ハ後見人等ヨガ其就学七㌢ムつキ小学校ヲ記耽シテ戸長二届出
37）

へシ」とし，第5灸では「就学猶予ノ許可ヲ得タルキノニッチ，満期ノ後置チニ就学セシムルキノハ‥・

…戸長二届出へク，又直チニ就学セシムルコト能ハサル者第二粂ノ手続（本人ノ氏名，族籍，誕生ノ年

月日及就学セシムコ用絶ハサル事由並三共ノ知限ヲ記戚シ，一猶予ノ取替ヲ……戸長役場ヲ経テ差出スへ

ツ）ニ依り，更二猶予ヲ願出へシ」と．窮6条では「児童就学ノ後，永ク尋常小学科ヲ卒ラスシテーヶ年

以上就学セシ’ムルコト能′、サル場合アルトキハ，父母著クハ後見人等ハ第二粂ノ手続キニヨリ猶予ヲ願

出へシ■」と，第7条では「宋夕尋常小学科ヲ卒ラサル学令児童ィ，他ノ学区二転住えルトキハ，父母若

ハ後見人等計り其就学セシムルモノハ第一粂ニ，就学セジム′Jコト能ハサルモノハ第二粂二準シ，十五

日以内ハ届番文ハ麻沓ヲ差出スへシ」と規定されたのであるが，前記「小学校令」（刺令第14号）第6粂

一駅）■－－



における「父母後見人等ハ小学校ノ経堂二充ツル為メ其児童ノ授業料ヲ支弁スへキモノトス……」は，

たとえ「寄附金及其他ノ収入金」（同令第7粂）と「区町村螢ヨリ其不足ヲ補フコトヲ得」（同令第8免）

という方途があったとしても，前年度よりの地方教育費の節減は，地方公共団体にとってほ致命的であ

り，況して地方鹿村民にとって授業料まで支弁して子弟子女（特に子女）を就学せしめることは苦痛そ

のものであったことは表4にによっても，容易に推察されるところである。

表　4

旺　長野県庁　文啓広報課　資料室

資料　長野県学事報告による。

蓑4は，明治25年26年27年の学事報告であって，前記同19年11月県令甲第30号より数年後のものであ

り，その間（20年～24年）の学事報告は第3表の（1）の様式によるものであり，不就学の理由別の数字鱒

示されず，25年に至ってようやく，その実態が明らかにされるに至った。この表4が示すごとく，特に

本県の場乱20年代に入って23年24年と続いた凶作と，第一次資本主義経済恐慌の余波による米価騰乗

と糸価の変動は致命的打撃となり，貧窮とその他？理由による不就学が，．25年において特に女子に多い

ことをも　小論の本県における子守教育所の実態と患いあわせて，特に留意すづきことである。なお，こ

の期における本県の養蚕葉は巨農薬経営において米作と両軸構造をなし，あるいは襲零優位の県業経常
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に転換しつつある時期でもあったが故に，この恐慌のあおりが，本県のある郡において，22年に全農家
41）

戸数の66％が春蚕飼育をしていたものを，23年には40％に，24年には33％に激減させている　事実から

しても，いかに深刻なものであったかが察せられる。

もちろん，この第一次資本主義経済恐慌が産業資本確立にともなって大量追出された賃銀労働者の生

活にも大きな影響を与えたことはいうまでもない。当時19年「通俗教育」なる公用語をもって出発した，

わが国の社会教育が「下流人民」あるいは「細民」に「上から配与する」通俗近易の教育を意味し，そ

れは表面的には「慈恵的」な意味をもたせながら，裏面においては，労働力の保持育成という社会政策

的な意味とともに，下流細民の風俗改良によってその階級意識の自覚を未然に防止しようとする思想統

制的な，いわゆる，わが国伝統的な「官庁的社会教化的」上からの行政としての社会教育を意味するも

のであったことは，学校教育行政面としての「就学督糞」という教育対策と絡み合わせて考えるなら

ば，絶対主義体制下における，わが国「公教育」の質的構造が浮きぼりされるであろう。この意味にお

いても，明治23年の「小学校令」のもつ意味はまことに重要なものといえよう。

明治23年の「小学校令」のもつ意味を，最も象徴的に明確化するものが，同年発布の「教育勅語」で

あることは多言を用しない。然し本論の視点からすれば，とこに始めて登場する実業補習学校と徒弟学

校と小学校補習科とが極めて重要な窓味なもつものであることは冒頭に述べた通りであり，ここでは，

この問題について簡潔な結論（紙数の都合で，後の既会に詳述する）のみを述べ，小論の中心課題の解

明に進みたい。そもそも奨補も徒弟もその詳細な娩程が定められるのは本命より3．4年後であり，それ

が「葵業教育振興策」ゐ一端をになうものであることはいう▲までもないが，これら諸学校が小学校補習科

とともに厳密なる入学資格を規定せず「学令子弟の就学を督寛するに止らず，学令外に於て簡便に就学
42）

し得る法を設け」というごとく，契補・徒弟と小学校補習科（実禰・徒弟の規程が定まるまでは，補習

料が，その実質的時代用をなしたものと考えてよいであろう。）は，・資本主義確立過程において必然的に

要求される低廉なる労働力の再生産と，「就学督責」という一石二鳥を狙う教育対策であったというこ

とができよう。

さて，この「就学督責」という教育対韓が10年代以上に強く打ち出されるのは，この23年の「小学校

令」からである。すなわち，同令第3章に「就学」の章を設け，その第20条の第2項で「学令児童ヲ保

護スへキ者ハ其学令児童ヲシテ尋常小学校ノ教科ヲ卒ラサル間ハ就学セシムルノ義務アルモノトス，前

項ノ義務ハ児童ノ学令二連シタル年ノ学年ノ姶メ・ヨリ生スルモノトス」と旧令（19年）よりも強く規程

し，また就学猶予免除についても，その手続き等につき厳しい規制をしている。（同令第20粂～第24粂）

ところで，第20粂第4項の「学令児童ヲ陳蕗スへキ貴下認ムへキ要件ハ文部大臣之ヲ規定ス」が具体化

されるに至るのは，翌24年11月「学令児童ヲ保護スへキ老卜認ムへキ要件」は部省令第6号）において
43）

である。
44）

「学令児童ヲ保護ス〈ヰ者卜認ムへキ要件」は，4条からなり，その「説明」によれば，学令児童を

保護すべき者の義務を二種に区別し，甲種の義務は，「学令児童ヲ尋常小学校二就学セシムルコり（小

学校令第20粂）とし，民法人事霜第149号による親権をもって児童養育の義務を父母に帰するは「自然

ノ理ナリ」とし，乙種の義務は「学令児童ノ為二授業料ヲ納ムル司り（小学校令第44粂）とし，民法人

事滞第244粂によりr戸主は一家の長たるものにして，その家族q養成教育の費用を負担すべきは当然の
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こととしたのである。然し東省令において，特にわれわれの留意すべき点は，「親権としての教育権」を

人頬父母に負わしむること「自然ノ浬ナリ」としたことであり，しかも，それは国家＝天皇のための教

育を興梵するという限りにおいて許されたもので，このことは戦前の公教育体制を，最もきわだたせる
45）

「教育行政機関の句括的支配権」を全面的に認めさせる至ったということであり，いうなれば「国家の

教育の私酔化」を基底づけるものとなったことである。つぎ忙留意すべき点は，その第3条で「第一粂

第二粂二於テ定ムルモノノ外府県知事ハ文部大臣ノ許可ヲ受ケ便宜傭主師匠等二就キテ学令児童ヲ保詮

スへキ者卜認ムへキ要件ヲ定ムルコトヲ得」と規程していることである。そして，これについての省令
46）

第16号の「説明」は「学令児童宋夕尋常小学校ノ教科ヲ卒ラサル中土工商業家ノ雇人署クハ徒弟トナリ

クル場合二当リテ其雇主又ハ師匠等シテ児童県護ノ義務ヲ負ハシムルコトヲ待ル規程ナリ地方長官ニシ

テ土地ノ情況ヲ薬シテ此ノ如キ陳護老ノ要件ヲ定ムルコトアラハ就学督糞上幾分ノ匠利ヲ得ソヤ」と，

明らかに「就学督賛」という教育対策の灰宜的方法を講じ　そしてその第4条は「……其義務ラ行7ニ

不匠ナル場合二於テハ代人ヲ立ツへシ」と規程したのである。

さて，このような中央からの「就学督賀」対策の省令に応じて，各府県は其の土地の情況により，い

かにその降誕者の要件を定め，その対策を談じたであろうか。長野県の場合においては∴翌25年2乱
47）

県令第11号より第14号までをもってその対策を講じた。すなわち県令第11号は「学令児童ヲ保護スへキ

者ノ代人三関スル規則」として第1粂「学令児童ヲ保護スへキ者，其ノ児童ヲ一時他ノ町村二居住七シ

メ談町村ノ尋常小学校二就学セシメソトスル時／㍉該町村住民中二就テ代人ヲ立テ敦町村長二届出ツぺ

シ　学令児童ヲ陳護スへキ者ノー時他′市町村二住居シ又行商等ノ為メ共義務ヲ行フ土不匠ナルトキハ

町村住民二就キ代人ヲ立テ町村長二屈ツへシ，町村長こ於テ代人ヲ不充分卜認ムル時ハ之ヲ換へシムへ

シ」とし，第2条においては，「学令児童ヲ陳護スへキ者貧窮其他ノ事情ニヨリ共児童ヲ尋常小学校二

就学セシムル困難ナル場合二於テ之二代リテ該児童ヲ保証セソトスル者アル時ハ町村長ノ許可ヲ得テ之

ヲ代人トナスへシ」とし，そして鰐3条において「第一粂第二粂ノ代人ハ該児童保護者卜同一ノ鶉務ア

ルモノトス」と強く規程した。そして∴就学猶予免除の条件は

猶予　一

免除　一

疾病二躍り学年始メヨリ二ケ月以内二治癒ノ日的ナキ者

身体ノ発育不全ナル者

已ムヲ得サル事故ノ為メ学年ノ始メヨリ二ケ月以内二就学セシメ難キ者

食餌ニッチ児童ヲ就学セシムレバー家ノ生活上差支ヘアル者

児童ノ通学上不便ナル者

廃疾不具ノ者

となっている。そして第6灸軋　その就学猶予が満期（1ケ年以内）になり「引キ涜キ就学七シムルコ

ト能ハサル者ハ第二粂ノ手続キニヨリ更二猶予麟ヲ出スへシ」とした（小学校令第21条に相当）。また紆

9粂第10条においては「小学校令」第24免に相当する「家庭又ハ其ノ他二於テ」教育を受ける場合につ

いての規程であるが，鰐13条から辞16条において就学督喪の方法につき「五日以上無断欠席ノ者ハ‥…・

沓促二回二及ブモ其劾ナキトキニハ町村真二報告ヲナシ……」その町村長の督促が効なき時は，さらに

郡長の「督促説諭」まですることを規程している。最後の県令第14号は「小学校令」第44条に基づく授

業料娩別に従って，その第6灸では「物品著クハ労力ヲ以テ授業料代納」（予メ時価ニヨリ計昇）を琵
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軌▲第7条では「町村長二於テ就学児童保護スへキ者貧窮ナルカ為授業料ノ全額若クハ一部ヲ免除ツタ

ルモノアルトキハ……郡長ヲ経由シテ県知事二報告スへツ」と規程したのである。然しながら，このよ

うな本県における「就学督糞」対策も，・さきに述べたごとく，23，24年と続いた凶作・米価騰墳∵糸価

変動という第一次資本主義経済恐慌の深刻な影響によって，その就学率を奨質的に嵩めることは，なか

なか困難であっだ。特に子女の就学率の低調さは全国的な問題としてのみならず，本県においても頭痛

の竃であったことは蓑2・蓑3・菱4によっても明らかなところであるが，ようやく就学率の向上をみせ
48）

始めた明治27年の「管内学事ノ状況」は，この間の事情をよく物語っている。すなわち「従来泰県ノ状

況タル男児ノ修学ハ其学令児童宮人中二付常こ八十人以上二達スレドモ女児ノ修学ハ奨二僅少ナリシガ

本年ハ学令女児宮人二付四十八人弱ノ修学者アル二重レリ蓋シー般父兄ノ女児教育ノ必穿ヲ覚知セシ老
49）

ノ増加シタルト就学督糞ノ追年周到二組クノ致ス所ナルべシ」と。然し　これら本県の語統汁も，奨質

的に確実なものであるかどうかは甚だ疑問とするところで，たとえば，表2による（長野県教育50年史

要による）25年の男子就学率82．44％，女子就業率39．56％であるに対して，同25年の県資料室による資

料学事統計表によれは男子75．90％，女子35．47％となっているがごとく，われわれは，ここにあらため

て，各府県の実質的就学率（年度学令児藍男・女別数をもって，日々出席男女別生徒平均数を除するご

とき）を聞題にしなければならないであろう。

さて，かくのごとき就学率の低調さを，さらに高める意味において，文部省は，さきの「学令児童ヲ

保護スへキ者下記ムへキ要件」（省令第16号）と同時に，24年11月「小学校教則大綱」（省令第14号）にお
50）

いて，特に地方人民の「襲際ノ業務卜密接ナ関係ヲ有スルキノ」を授け「実際ノ業務二従事スル者ノ便
51）

ヲ図り夜間休業日及其他通常ノ教授時間外ニオイテ」教授する「補習科」を尋常小学・高等小学の双方

に設置することを，地方において比較的に自由に認軌　また同年同日「学級編成啓二関スル娩則」（省

令第12号）を定め，その第9条において「尋常小学校二於テハ左ノ場合ニハ全校ノ児童ヲ二部二区分シ
52）

其一部ノ教授アル後他ノー部ヲ教授スルコトヲ得」とし，「毎日ノ教授時間ヲ各部三時トナシ，著クハ年
53）

長ノ部ヲ四時，年少ノ部ヲ二時トナスへシ」とし，いわゆる二部教授制をもって就学率の向上をはかっ

た。なお，この規則が後に詳述する本県における「尋常小学校特別学級規程」（明治32年7月県令第46

号），すなわち「子守学級」（それまでは「子守教育所」「子守学校」とよばれていた）の最初の法的根拠と

なるのである。なおさらに文部省は，女子の就学を高めるため，26年7月には各府県に対し訓令齢8号

をもって，「女子就学並裁縫教員三関スル件」を達し，「普通教育ノ必要ハ男女二於テ差別アルコトナク

且女子ノ教育ハ将来家庭教育二至大ノ関係ヲ有スルモノナリ現在学令児童百人中隊学者ハ五十人強ニッ

チ其中女子ハ隆二十五人強二過キス今不就学女子ノ父兄ヲ勧誘シア就業セシムルコトヲ怠ラサルへキト

同時二女予ノ為二其教科ヲ益々襲用二近切ナラシシメサルへカラス裁縫ハ女子ノ生活二於テ最モ必要ナ
54）

ルモノナリ故二地方ノ情況二依り成ルへク小学校ノ教科日工裁縫ヲ加フルヲ襲ス……」とし，翌27年に

は，さきの24年省令第12号（学級編成三関スル規則）の第9灸の旨趣の徹鼠すなわち「全校又ハ某級
55）

ノ児童ヲ二部二区分シテ教授スルノ方法二依ラツムルノ注意ヲ怠ラサルへシ」「二，貧鰐又ハ其ノ他ノ

事情ノ為二小学校令ノ規定二依り就学，免除ヲ得タル児童ニッチ夜間日曜日又ハ便宜ノ日時二於テ近易

ナル方法二依り相当ノ教育ヲ受ケタル者ニハ其ノ望ニヨリ尋常小学校二於テ試験ノ上其ノ課程二照シ相
三好）

当ノ証明沓又ハ卒業証番ヲ与へシムル方法ヲ設クルハ道庁府県ノ便宜タルへシ」（以上文部省訓令第1
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号）との二項の訓令を発した。そして，これら幾多の■「就学督責」対策は明治33年「小学校令」（勅令

那44号）の「施行規則」（省令軌4号）凱穣灘34糸満39免における「半日小学校」として総括され

たものとみることができよう。したがって，この．「半日小学校」の規程を準用し，本県においては，さ

きの「尋常小学校特別学級規程」すなわち「子守学級」の改正を県令第2帽をもって・・明治34年4月に

行うに至るのである。

さて，カさくのごとく中央・地方を問はず了特駐女子の「就学督軋対策がとられてきたのであるが・藩

県における女子の就学督責対策が，牒側において特に強くうち出される忙至ったのは，いちおう明治30

年初頭とみることができよう。このことは，明治32年9月押川則膏知事が「女子教育の普及を期するこ

とに努むべし」の訓令（第159号）を発して以来，各郡視学会∴郡市町会等で∵蜂起となって「就学督

責」の訓示を行ない，これに呼応して各郡長がノこれまた懸命把「就業督寛」の対策を講じている事実

からしても明らかなことである。いまここでこれらの事巽について詳細虹資料にもとづき述、ぺること

札すでに小論の紙数の制限をこえ■ているため不可能であるが，ただここで特記すべきこと、として「部

長二於テ督促スルモ就学又ハ出席セシメサルトキハ明治三三年法律第八拾四号行政執行法第五条第一項

第二号ノ規定二依り弐円以下ソ過料声処スルコトヲ得ルモノ・ト存巽得共石三関シ県知事二於テ何ラ規定
58）

ヲ設ケサルモ直チエ郡長二於テ執行シテ差支へ無之供哉……」と，明治32年12月，小県郡長小島義知が

押州知事宛に伺いを立て，また翌34年1月18日再び小島は前記伺いについてL「至急御指示相成侯横御
59）

取計ヲ得度……」と，内務部長横田太一郎宛何事をだしてい、るふ、これに対し県当局はあおてて，■文部省

普通学務局長宛照会を同年1月22日発したるところ＼ようやく同年2月28日文部省普通学務局長沢柳政

太即名をもって「……学令児童保護者ヲ行政執行法ニヨリ強制処分二閑スル件・∴‥右ハ郡長二於テ必要
60）

ト認メタルトキハ御見込ノ通ニ……」と回答があり，・そこで県当局は早速内務部長名をもって「学令児
61）

童就学強制二付行政執行法適用ノ件」を各郡長宛発したのである。これについての知事説明は（その一

部）「教育に閑し執行法を適用するの不穏当の甚しきものと雉も，行政行為は行政官庁が法令の下にお

いて活動せしむる権力の行使なると認め行政執行は人席に対しで行政行為を強制するものなることを骨

じ　しかし前屈小学校令第三十二条及施行規則第九十四条を想せば独り教育行政のみに執行法の外に超

然たらしむるの必要と其理由とを発見する檻菅むる■なきを得んや，■固よくり行政執行法の主要なる部分は

治安及風俗衛生の目的に存するが如しと経も，しかも強制方法を執行するものは必ず警察官庁たるべき
62）

の理なし警察も畢尭行政の二形式たるこ．と」′というのであるよここにわれわれは先にもぶれた！ごと・き
63）

「教育行政機関の包括的支配権」こと，ともに∴国民の教育をもって「権力的懲治的」●なもの．とする明治期

公教育体制の質的構造とその思想的基塩を，「此学督賀」という．官側における教育対策に一時に30年代の

－みいだすことが．できるであろ．う。

さて，以上私は，本県における貧民子弟子女の「就学督責」、対策を，中央との関連において，可能な

限り資料に基づき考察してきたのであるが，特に30年代に入って中央・地方を間はず「権力的忠治的」

公教育体制とそれに基づく「就学督責」という教育政策の進行する過程のなかにあって，すでに明沿25

年屋代（現在の更埴市）明治26年上田（現在の上田市），明治27年長野（現在の後町小学校），明治28年

上伊那郡中箕輪村木下，明治31年小諸，明治32年松本と随所に，その小学校忙付置されだ「子守教育所」

「子守学級」の法的経過とその根拠については，その概略をみてきたのであるが，次章においては，こ
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の点につき官民両側から，さらに明らかにし，本県における勤労青少年教育史の一端として特色づける

「子守教育所」「子守学級」の奨態と，その悪童を明らかにしたい。（未完）

＜註＞

1）明治以降教育制度発達史　第3巻「実業補習学校娩程」第2粂

2），3），前掲宰　第3巻，、同前晩餐　第10条，第9粂

4）前掲番　第3巻　同前親程発布にともなう文部省令第12号より

5）実補の学習主体ほ，地方青年団貝であり，30年代から報徳主我による，内務・文部両省の教化運

動のなかにくみ入れられていった。

6）岩牧前払　現代教育学　第3巻，23貫

7），8），9）前掲軋　教育制度発達史　第2巻（以下明治以降を省略す）

10）前掲蕃　教育制度発達史，第1巻

11）明治18年8月「教育令改正」第3免　及び同年11月文部省達第12号「小学教場」について参吼

後述

12）明治19年4月「小学校令」第15粂及び同年5月文部省令第1号「小学簡易科変額」について参

照，後述

13）前掲諺10）に同じ

14），15），16），17），18）開智小学校資料による

19），20），長野県庁，女帝広報陳，資料室，資料に∴とる

21）上田史（竹下史料）による。

22），23），24）文部省第4年報，同第5年報の長野県年報

25），26）前掲軋　教育制度発達史，第2巻

27）～34）前掲留，第3巻

35）～40）長野県庁　交番広報取　資料室　資料に∴とる

41）北佐久郁恵　筋3巻　社会蹄より。

42）奨栄教育50年史（昭和9年10月発行，文部省実葉学務属編纂）のうち，明治22年浜尾新の「突

発補習教育の必襲」と題する論文の一節

43）明治24年には，23年の「小学校令」に．もとづき，いくつかの省令により諸娩層が設けられてい

る。すなわち「小学校祝日大祭日儀式規程」「小学校教則大網」を始めとし，小学校補習料・専膵科・

徒弟学校・爽葉補習学校の教科目及修築年限糾こ関するものが，それであるが，なかでも「小学校

教則大綱」のもつ潜味は，その思想的背紫においても重要であるが，特に補習科についての規程が

条文化されたことは，本納の主旨においてみのがすことはできない。

44）前掲藩，教育制度発達史　第3巻

45）岩波諦盤　現代教育学　第17巻　稗田兼一氏の論文

46）前掲調　教育制度発革史　第3巻

47）長野県庁，文章広報習熟　資料室，資料，長野県令集緩り

48）49）前資料室　資料　長野県学事年報明治14年～明治27年
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50），51）前掲宙　教育制度発達史　第3軌　「小学校教則大綱」発令にともなう文部省の「鋭明」

52）～56）前掲琶　教育制度発達軋　第3巻　－

57），前資料室　資料　県訓令第159号

58），59）前資料室　資軌　甲1059号

60）前資料室　資料，文部省交番誅発　甲408号

61）前資料室　資軋　甲3収第1654号

62）同前　資料　説明（知事）と記耽され，その最後に「余は普通学務局長に照会するの必要すら

余り多くは取めざれ共念の為照会せんと欲する迄なり」とあるところから，知事の白輩と思われる

が，その菅慮した点がよくうかがわれる。

63）前掲避　現代教育学講駐　韓17巻，持田氏の諭文中に用いられた言葉
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